
（４） ２００３．７．１１

　

忠
生
市
民
セ
ン
タ
ー
は
築　

年
を
経

２６

過
し
冷
暖
房
施
設
の
老
朽
化
が
著
し
く

な
っ
た
た
め
、
９
月　

日
〜　

月
末
日

１８

１２

（
予
定
）
ま
で
改
修
工
事
を
実
施
し
ま

す
。
各
室
の
使
用
条
件
等
は
、
左
表
の

と
お
り
で
す
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま

す
が
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

□問
 

忠
生
市
民
セ
ン
タ
ー
11
７
９
１
・
２

８
０
２

原
爆
被
害
者
に

対
す
る
見
舞
金

ご
　
案
　
内�

催
　
　
　
し�

会
議
室
等
が
使
用

で
き
な
く
な
り
ま
す

忠
生
市
民
セ
ン
タ
ー

冷暖房の使用使　用室　名

不可可（１１月中のみ工事のため
使用不可）ホール

可可（１１月中のみ工事のため
使用不可）和　室

可可（土・日曜日、祝日を除く）第一会議室
不可不可第二会議室
不可不可第三会議室
不可不可料理講習室

制
度
変
更
に
つ
い
て

心
身
障
害
者
福
祉
手
当
（
市
制
度
月
額

８
０
０
０
円
）
・
町
田
市
重
度
心
身
障

が
い
児
童
福
祉
手
当

【
身
体
障
害
者
手
帳
３
・
４
級
、
愛
の

手
帳
４
度
、
難
病
の
方
】

　

平
成　

年
３
月
町
田
市
議
会
で
、
町

１５

田
市
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
条
例
及
び

町
田
市
重
度
心
身
障
が
い
児
童
福
祉
手

当
条
例
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
平
成　
１５

年
度
８
月
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
に
な

り
ま
す
。

【
改
正
内
容
】

　

①
手
当
月
額
が
下
表
の
と
お
り
段
階

的
に
減
額
と
な
り
、
平
成　

年
７
月
分

１８

で
廃
止
と
な
り
ま
す
。

※
慢
性
肝
炎
及
び
肝
硬
変
・
ヘ
パ
ト
ー

ム
の
方
は
経
過
措
置
で
受
給
中
の
た

め
、
平
成　

年
９
月
分
で
廃
止
と
な
り

１７

ま
す
。

　

②
平
成　

年
８
月
以
降
の
新
規
申
請

１５

は
受
付
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
ま
だ
申

請
し
て
い
な
い
方
で
、
次
の
す
べ
て
の

要
件
に
あ
て
は
ま
る
方
は
７
月　

日
ま

３１

で
に
申
請
し
て
下
さ
い
。

・
身
体
障
害
者
手
帳
３
・
４
級
、
愛
の

手
帳
４
度
ま
た
は
難
病
医
療
券
を
お
持

ち
の
方

・
施
設
に
入
所
し
て
い
な
い
方

・　

歳
未
満
の
方
（
一
部
例
外
あ
り
）

６５
・
平
成　

年
度
（　

年
中
）
所
得
が
限

１４

１３

度
額
未
満
の
方

※　

歳
以
上
の
方
は
本
人
所
得
、　

歳

２０

２０

未
満
の
方
は
保
護
者
所
得
で
審
査
し
ま

す
。

月額６０００円平成１５年８月分～平成１６年７月分

月額４０００円平成１６年８月分～平成１７年７月分

月額２０００円平成１７年８月分～平成１８年７月分

月額　 ０円平成１８年８月分～

※
す
で
に
こ
の
手

当
を
受
給
中
の

方
は
、
手
続
き
の

必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。

※
心
身
障
害
者
福

祉
手
当
（
都
制
度

月
額
１
万
５
５
０

０
円
）
は
制
度
・

手
当
額
の
変
更
は

あ
り
ま
せ
ん
。

□問
 

子
ど
も
総
務
課

11
７
２
４
・
２
１

３
９高

齢
受
給
者
証
を

交

付

し

ま

す

国
民
健
康
保
険

　

健
康
保
険
法
、
国
民
健
康
保
険
法
、

判定基準
負担
割合内　　　　　容対　象区分

２割
　７０歳以上の国民健康保険加入者（７０歳未満の方でも、老人保健
法医療受給者証が交付されている方は対象となります）で、平成
１４年の市都民税課税所得が１２４万円以上の方及び同世帯の方

一定以上
所得者　①

１割　一定以上所得者に該当しない方および同世帯の方その他　②

１割

　７０歳以上の国民健康保険加入者（７０歳未満の方でも、老人保健
法医療受給者証が交付されている方は対象となります）で、平成
１４年の収入の合計が一定額未満（１人世帯＝４５０万円未満、２人
以上の世帯＝６３７万円未満）である旨の申請をして認定された方

一定以上
所得者で
収入の合
計が一定
以下の方

③

老
人
保
健
法
が
平
成　

年　

月
１
日
に

１４

１０

改
正
さ
れ
、
昭
和
７
年　

月
１
日
以
降

１０

生
ま
れ
の
方
は
、　

歳
に
な
る
ま
で
国

７５

民
健
康
保
険
か
ら
「
国
民
健
康
保
険
高

齢
受
給
者
証
」
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

　

「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」

は
、
有
効
期
間
が
１
年
間
で
毎
年
８
月

１
日
で
左
上
表
の
判
定
基
準
の
区
分
①

と
②
に
従
い
更
新
さ
れ
ま
す
。

　

区
分
③
は
、
区
分
①
の
「
一
定
以
上

所
得
者
」
の
中
で
、
申
請
を
し
て
認
め

ら
れ
た
場
合
１
割
証
に
な
る
方
で
す
。

　

た
だ
し
、
今
年
度
に
限
り
「
国
民
健

康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」
を
交
付
さ
れ

て
い
る
方
が
少
数
な
こ
と
か
ら
、
申
請

を
省
略
し
、
該
当
し
て
い
る
方
に
は
１

割
証
を
交
付
し
ま
す
。

※
新
し
い
「
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給

者
証
」
は
、
普
通
郵
便
で
７
月　

日
に

１８

発
送
す
る
予
定
で
す
。

□問
 

国
保
年
金
課
11
７
２
４
・
２
１
２
４

　

７
月　

日
（
木
）
か
ら
、
山
崎
町
、

２４

野
津
田
町
、
大
蔵
町
、
図
師
町
の
各
一

部
で
公
共
下
水
道
が
利
用
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

　

今
回
、
利
用
が
で
き
る
区
域
に
建
物

を
所
有
し
て
い
る
方
に
は
、
水
洗
化
の

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・
指
定
工
事
店
名
簿
を

配
布
し
ま
す
。

　

な
お
、
今
回
の
利
用
開
始
に
伴
い
、

図
面
等
を
ご
覧
（
縦
覧
）
い
た
だ
け
ま

す
。

○
縦
覧
日
時　

７
月　

日
（
月
）
〜　

１４

２３

日
（
水
）
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

※
土
・
日
曜
日
は
除
く
。

○
縦
覧
場
所　

下
水
道
部
業
務
課
（
成

瀬
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
内
）

【
切
り
替
え
工
事
に
つ
い
て
】

　

く
み
取
り
便
所
（
し
尿
浄
化
槽
を
含

む
）
を
水
洗
便
所
に
改
造
す
る
工
事

は
、
指
定
工
事
店
に
依
頼
し
て
下
さ

い
。
な
お
、
水
洗
便
所
改
造
資
金
貸
付

制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
下
さ

い
。

【
水
洗
化
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期

限
】

　

く
み
取
り
便
所
の
家
庭
は
３
年
以
内

に
改
造
工
事
を
、
浄
化
槽
使
用
の
家
庭

は
遅
滞
な
く
（
１
年
以
内
に
）
切
り
替

え
工
事
を
し
て
下
さ
い
。

【
工
事
は
必
ず
指
定
工
事
店
で
】

　

市
の
指
定
工
事
店
と
偽
り
、
下
水
道

利
用
（
予
定
）
区
域
内
で
、
宅
内
の
水

洗
化
工
事
（
浄
化
槽
か
ら
の
切
り
替
え

工
事
を
含
む
）
を
勧
誘
す
る
業
者
が
い

る
よ
う
で
す
。
市
で
は
一
定
の
水
準
を

有
す
る
技
術
者
が
専
属
し
、
市
長
が
指

定
を
し
た
工
事
店
で
な
い
と
水
洗
化
工

事
が
で
き
な
い
指
定
工
事
店
制
度
を
と

っ
て
い
ま
す
。
工
事
を
申
し
込
む
際
に

は
、
必
ず
指
定
工
事
店
か
ど
う
か
確
認

し
て
契
約
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

【
悪
質
な
業
者
に
ご
注
意
を
！

】

　

市
内
各
所
で
、
市
役
所
の
方
か
ら
来

た
と
称
し
て
各
家
庭
を
訪
問
し
、
汚
水

 
枡 
・
汚
水
配
管
等
の
清
掃
・
点
検
を
し

ま
すて

高
額
な
料
金
を
請
求
す
る
業
者
が
い

る
よ
う
で
す
。

　

市
で
は
、
こ
の
よ
う
な
依
頼
は
一
切

行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

公
共
汚
水
枡
の
点
検
に
つ
い
て
は
、

８
年
に
１
回
程
度
、
市
が
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

宅
地
内
の
汚
水
管
の
つ
ま
り
・
悪
臭

等
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
町
田
市
排
水

設
備
工
事
指
定
工
事
店
に
ご
相
談
下
さ

い
。

□問
 

下
水
道
部
業
務
課
11
７
２
０
・
１
８

３
３排

水
設
備
工
事
責
任
技
術

者
資
格
更
新
講
習
会

平
成　

年
度

１５

○
対
象　

都
内
の
公
共
下
水
道
管
理
者

が
交
付
し
て
い
る
排
水
設
備
工
事
責
任

技
術
者
証
の
有
効
期
限
が
平
成　

年
３

１６

月　

日
ま
で
の
方

３１
※
講
習
を
修
了
し
な
か
っ
た
場
合
、
平

成　

年
４
月
１
日
以
降
排
水
設
備
工
事

１６
責
任
技
術
者
の
資
格
を
失
い
ま
す
。

○
期
日　

９
月　

日
（
水
）
〜　

日

１０

１２

（
金
）の
間
で
、
い
ず
れ
か
１
日
を
受
講

○
時
間　

午
前　

時　

分
〜
午
後
０
時

１０

３０

　

分
ま
た
は
午
後
２
時
〜
４
時

３０○
会
場　

千
代
田
公
会
堂
（
千
代
田
区

九
段
南
）

○
費
用　

３
５
０
０
円

○
申
し
込
み　

申
込
書
（
更
新
対
象
者

に
郵
送
さ
れ
ま
す
）
を
７
月　

日
〜
８

１１

月　

日
（
消
印
有
効
）
に
郵
送
で
東
京

１１
都
下
水
道
サ
ー
ビ
ス
（
株
）
へ
。

※
住
所
・
氏
名
等
に
変
更
が
あ
り
届
出

を
し
て
い
な
い
方
は
、
現
在
登
録
し
て

い
る
公
共
下
水
道
管
理
者
に
所
定
の
手

続
き
を
行
っ
て
下
さ
い
。

□問
 

東
京
都
下
水
道
サ
ー
ビ
ス
（
株
）
11

　

・
３
２
４
１
・
０
８
１
８
、
下
水
道

０３部
業
務
課
11
７
２
０
・
１
８
２
１

【
郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す
】

　

町
田
市
原
子
爆
弾
被
爆
者
見
舞
金
の

支
給
に
関
す
る
条
例
及
び
規
則
に
基
づ

き
、
原
爆
被
害
者
の
方
に
見
舞
金
を
支

給
し
ま
す
。

○
対
象　

被
爆
者
健
康
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
る
方
で
、
１
月
１
日
〜
６
月

　

日
の
６
か
月
間
継
続
し
て
町
田
市
の

３０住
民
基
本
台
帳
に
記
載
、
ま
た
は
外
国

人
登
録
原
票
に
登
録
さ
れ
て
い
る
方

○
見
舞
金
額　

１
万
円
（
年
１
回
、
８

月
に
支
給
）

○
支
給
方
法　

郵
便
局
以
外
の
金
融
機

関
の
口
座
へ
の
振
り
込
み

○
申
請
期
間　

７
月
１
日
〜　

日
（
土

３１

・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
）

※
郵
送
の
場
合
は
消
印
有
効
で
す
。

○
申
し
込
み　

①
被
爆
者
健
康
手
帳
②

認
印
③
郵
便
局
以
外
の
金
融
機
関
の
口

座
番
号
控
え
を
お
持
ち
に
な
り
、
直
接

福
祉
総
務
課
（
市
役
所
４
階
、
11
７
２

４
・
２
５
３
７
）
へ
。

※
郵
送
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
昨

年
度
申
請
さ
れ
た
方
及
び
ご
希
望
の
方

に
は
申
請
書
類
を
お
送
り
し
ま
す
。

○
対
象　

精
神
保
健
に
関
心
が
あ
り
、

精
神
障
が
い
者
へ
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が

で
き
る
全
回
参
加
可
能
な
方

○
期
日　

９
月
４
日
、　

日
、　

月
２

１８

１０

日
、　

日
、　

月
６
日
、　

日
（
全
６

１６

１１

２０

回
）

○
時
間　

午
後
１
時
〜
３
時

○
会
場　

せ
り
が
や
会
館

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

４０

○
申
し
込
み　

７
月　

日
か
ら
電
話
で

１４

さ
る
び
あ
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
（
11
７

２
２
・
０
７
１
４
）
へ
。

□問
 

さ
る
び
あ
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
、
障

が
い
福
祉
課
11
７
２
４
・
２
１
４
５

　

町
田
市
で
は
最
近
と
み
に
犯
罪
が

多
発
し
、
東
京
都
の
中
で
も
非
常
に

高
い
発
生
率
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

ス
テ
ッ
カ
ー
は
こ
う
し
た
犯
罪
を

　

町
田
商
工
会
議
所
・
町
田
警
察
署

・
市
の
三
者
連
盟
で
、
「
犯
罪
ゼ
ロ

の
街　

ま
ち
だ
」
の
ス
テ
ッ
カ
ー
を

作
り
ま
し
た
。

　

町
田
市
の
現
庁
舎
は
、
耐
震
性
へ

の
不
安
、
防
災
・
災
害
復
興
拠
点
と

し
て
の
機
能
不
足
、
狭
あ
い
化
・
分

散
化
、
情
報
技
術
（
Ｉ
Ｔ
）
化
対
応

へ
の
限
界
、
駐
車
場
の
不
足
な
ど
の

問
題
点
を
抱
え
て
お
り
、
１
９
９
０

年
か
ら
こ
れ
ま
で
の
間
に
、
市
行

政
、
市
議
会
、
庁
舎
問
題
検
討
委
員

会
等
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
点

を
解
決
す
る
た
め
の
議
論
を
重
ね
て

き
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
取
り
組
み
の
一
環
と
し

て
、
無
作
為
に
抽
出
し
た
５
０
０
０

人
の
市
民
の
方
々
を
対
象
に
、
７
月

中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
郵
送
に
よ

る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
が
届
き
ま
し
た

ら
、
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し

ま
す
。

□問
 

企
画
調
整
課
11
７
２
４
・
２
１
０

３　

公
共
下
水
道
が

利
用
で
き
ま
す

山
崎
町
、
野
津
田
町
、
大
蔵
町
、
図
師

町
の
各
一
部

す
。

□問
 

町
田
商
工
会
議
所
11
７
２
２
・
５

９
５
７
、
商
工
観
光
課
11
７
２
４
・

２
１
２
８

抑
止
す
る
目
的
で
作
成
さ
れ
た
も

の
で
、
今
回
は
１
０
０
０
枚
を
印

刷
し
、
自
治
会
・
町
内
会
、
商
店

会
、
大
型
店
等
に
掲
示
す
る
予
定
で

「
犯
罪
ゼ
ロ
の
街

ま
ち
だ
」
を

「
犯
罪
ゼ
ロ
の
街　

ま
ち
だ
」
を

め
ざ
し
て
ス
テ
ッ
カ
ー
を
作
成

め
ざ
し
て
ス
テ
ッ
カ
ー
を
作
成

準備・実施に
ご協力いただ
ける方を募集
します。�

（仮称）（仮称）まちだ動物まちだ動物
愛護のつどい愛護のつどい

　

市
で
は
、
獣
医
師
会
や
動
物
愛
護

団
体
、
有
志
の
方
と
実
行
委
員
会
を

作
り
、
動
物
愛
護
週
間
の
９
月　

日
２１

（
日
）
に
「
（
仮
称
）
ま
ち
だ
動
物

愛
護
の
つ
ど
い
」
を
開
催
す
る
た
め

企
画
の
検
討
や
準
備
を
行
っ
て
い
ま

す
。

　

現
在
、
次
の
よ
う
な
内
容
を
予
定

し
て
い
ま
す
。

○
犬
の
飼
育
講
習
会
・
犬
の
飼
育
に

関
す
る
相
談
窓
口

○
「
地
域
猫
」
に
つ
い
て
考
え
る
会

○
動
物
の
里
親
を
探
す
企
画

○
介
助
犬
に
つ
い
て
知
る
企
画

　

そ
の
他
の
内
容
も
検
討
中
で
す
。

　

こ
の
イ
ベ
ン
ト
の
準
備
・
実
施
に

ご
協
力
い
た
だ
け
る
方
を
募
集
し
ま

す
。

　

動
物
愛
護
に
関
心
の
あ
る
方
、
ぜ

ひ
ご
連
絡
下
さ
い
。

□問
 

環
境
保
全
課
11
７
２
４
・
２
７
１

１

市
民
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
講
座

精
神
保
健


